
観
光
課
1
66
◆

1
1
2
0

第
20
回
長
寿
動
物
優
良
飼
育
者

表
彰
対
象
者
募
集

対　
象　
市
内
在
住
で
、
13
歳
以

上（
7
月
1
日
現
在
）
の
犬
お

よ
び
猫
の
飼
主
。
た
だ
し
、
7

月
31
日
㈰
の
午
前
に
市
民
会
館

で
行
う
表
彰
式
に
出
席
で
き
る

方
。

申
し
込
み　

6
月
30
日
㈭
ま
で

に
、
蒲
郡
市
獣
医
師
会
事
務
局

（
☎
57
◆

０
７
０
０
）ま
た
は
会

員
動
物
病
院
へ
。

観
光
課
1
66
◆

1
1
2
0

第
12
回
三
河
大
島
い
か
だ

レ
ー
ス
観
覧
船
乗
船
者
募
集

と　
き　
7
月
3
日
㈰

乗
船
：
午
前
9
時 

〜（
予
定
）

出
発
：
午
前
9
時
15
分（
予
定
）

乗
船
場
所　
竹
島
ふ
頭

乗
船
券　
400
円

※
6
月
13
日
㈪
か
ら
観
光
課（
市

役
所
新
館
2
階
）お
よ
び
蒲
郡

市
観
光
協
会（
蒲
郡
駅
南
口
）

で
販
売
し
ま
す
。

そ
の
他
の

情
報

保
険
年
金
課
1
66
◆

1
1
7
2

国
民
健
康
保
険
加
入
世
帯

の
方
へ

◆
所
得
の
申
告

所
得
が
一
定
以
下
の
世
帯
は
、

国
民
健
康
保
険
税
の
軽
減
や
減
免

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、

適
用
を
受
け
る
に
は
所
得
の
申
告

が
必
要
で
す
。

収
入
が
な
か
っ
た
方
、
非
課
税

年
金（
障
害
基
礎
年
金
・
遺
族
年

金
な
ど
）
を
受
け
て
い
る
方
な

ど
、
所
得
税
ま
た
は
市
県
民
税
申

告
の
必
要
の
な
い
方
は
、
6
月
30

日
㈭
ま
で
に
国
民
健
康
保
険
税
の

所
得
申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
非
自
発
的
失
業
者
に
対
す
る
国

民
健
康
保
険
税
軽
減

平
成
21
年
3
月
31
日
以
後
に
倒

産
や
解
雇
な
ど
自
ら
望
ま
な
い
形

で
離
職
し
た
65
歳
未
満
の
方（
非

自
発
的
失
業
者
）の
国
民
健
康
保

険
税
に
つ
い
て
、
離
職
の
翌
日
の

属
す
る
月
か
ら
翌
年
度
末
ま
で
の

間
、
離
職
者
本
人
の
給
与
所
得
を

30
／
100
に
減
額
し
て
算
定
さ
れ
ま

す
。
対
象
と
な
る
の
は
、
離
職
時

に
65
歳
未
満
の
方
で
、
特
定
受
給

資
格
者（
雇
用
保
険
受
給
資
格
者

証
の
離
職
理
由
番
号
11
・
12
・

21
・
22
・
31
・
32
）ま
た
は
特
定

理
由
離
職
者（
離
職
理
由
番
号

23
・
33
・
34
）に
該
当
す
る
方
で

す
。
必
ず「
雇
用
保
険
受
給
資
格

者
証
」を
提
示
し
て
申
告
し
て
く

だ
さ
い
。

保
険
年
金
課
1
66
◆

1
1
0
3

脳
ド
ッ
ク
受
診
の
助
成

蒲
郡
市
国
民
健
康
保
険
お
よ
び

後
期
高
齢
者
医
療
加
入
者
の
方
に

脳
ド
ッ
ク
受
診
の
助
成
を
行
い
ま

す
。
た
だ
し
、
昨
年
度
助
成
を
受

け
ら
れ
た
方
は
受
診
で
き
ま
せ
ん
。

蒲
郡
市
民
病
院
脳
神
経
外
科
に

通
院
さ
れ
て
い
る
方
は
主
治
医
と

相
談
の
上
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

受
診
日　
7
月
〜
平
成
24
年
3
月

ま
で
の
月
〜
金
曜
日（
祝
日
は

除
く
）
午
後
3
時
以
降
。
日
時

は
指
定
し
ま
す
。

受
診
場
所　
蒲
郡
市
民
病
院

対　
象　

○
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者

申
請
日
現
在
、
蒲
郡
市
国
民
健

康
保
険
の
資
格
の
あ
る
、
昭
和
36

年
4
月
2
日
以
前
に
生
ま
れ
た
方

で
、
世
帯
主
お
よ
び
国
保
被
保
険

者
全
員
に
市
税
な
ど
の
滞
納
の
な

い
方
。

○
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者

申
請
日
現
在
、
後
期
高
齢
者
医

療
の
資
格
の
あ
る
方
で
、
本
人
に

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
お
よ
び

市
税
な
ど
の
滞
納
の
な
い
方
。

定　
員　

・
国
保
加
入
者
…
…
…
…
…
100
人

・
後
期
高
齢
加
入
者
…
…
…
40
人

※
定
員
を
超
え
た
場
合
は
抽
選

個
人
負
担　
２
万
５
千
円（
脳
ド

ッ
ク
Ｂ
コ
ー
ス
５
万
円
の
う
ち

５
割
を
市
が
助
成
）

申
し
込
み　

6
月
17
日
㈮（
必

着
）
ま
で
に
、
印
鑑
、
保
険
証

を
持
参
の
う
え
、
保
険
年
金
課

へ
。
申
請
書（
保
険
年
金
課
窓

口
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
あ
り
ま

す
）ま
た
は
申
請
に
必
要
な
項

目
を
記
入
し
た
ハ
ガ
キ
、
書
面

の
郵
送（
〒
443-

８
６
０
１
）に

よ
る
申
し
込
み
も
で
き
ま
す
。

た
だ
し
、
電
話
、
フ
ァ
ク
ス
、

E
メ
ー
ル
で
の
申
し
込
み
は
受

け
付
け
ま
せ
ん
。

申
請
に
必
要
な
項
目　
申
請
年
月

日
、
世
帯
主
氏
名（
押
印
）・
住

所
、
受
診
希
望
者
の
氏
名（
フ

リ
ガ
ナ
）・
性
別
・
生
年
月
日
・

年
齢
・
世
帯
主
と
の
続
柄
・
電

話
番
号
・
保
険
証
の
番
号
、
個

人
情
報
確
認
事
務
の
同
意（
私

お
よ
び
世
帯
員
の
市
税
等
納
付

状
況
の
確
認
事
務
を
行
う
こ
と

に
同
意
し
ま
す
。）

市
民
課
1
66
◆

1
1
1
0

「
子
ど
も
の
人
権
110
番
」

強
化
週
間

い
じ
め
、
虐
待
な
ど
、
子
ど
も

の
人
権
に
か
か
わ
る
悩
み
や
心
配

ご
と
な
ど
の
相
談
に
応
じ
ま
す
。

秘
密
厳
守
で
す
。

と　
き　
6
月
27
日
㈪
〜
7
月
3

日
㈰

午
前
8
時
30
分
〜
午
後
7
時

※
土
・
日
曜
日
は
午
前
10
時
〜
午

後
5
時

相
談
専
用
電
話

〈
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
〉

０
１
２
０
◆

０
０
７
◆

１
１
０

問
合
先　
名
古
屋
法
務
局
人
権
擁

護
部 

☎
052
◆

952
◆

８
１
１
１（
内

線
１
４
７
０
）

税
務
収
納
課
1
66
◆

1
1
1
5

軽
自
動
車
税
の

納
税
証
明
書
は
大
切
に

軽
自
動
車
の
車
検
の
際
に
は
納

税
証
明
書
が
必
要
で
す
。
納
税
証

明
書
は
、
車
検
証
と
一
緒
に
大
切

に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

納
税
証
明
書
は
、
口
座
振
替
の

方
に
は
6
月
中
旬
に
郵
送
し
ま
す
。

金
融
機
関
で
納
付
さ
れ
る
方
に
は

納
付
の
際
に
お
渡
し
し
ま
す
。

2011.6
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◎休日水道お客様センター 土・日・祝日（年始を除く）午前8時30分～午後5時　166◆1129
 水道料金などの収納、開閉栓の受付および開閉栓作業ができます。


